
平成１８年１２月 ５日

紀美野町長 寺本 光嘉 様

紀美野町長期総合計画審議会

会 長 根 来 平

第 1 次紀美野町長期総合計画・基本構想について（答申）

平成１８年１１月２日付紀企第４８９号により諮問のあった「第１次紀美野

町長期総合計画基本構想（案）」について、次の通り答申する。

本審議会において、「第１次紀美野町長期総合計画基本構想（案）」は、

紀美野町の今後１０年間の目指すべき将来像やまちづくりの基本的な方

向性を示し、その実現のための施策の大綱を明らかにし、合併後の新しい

まちづくりの指針とするためのものとして妥当であると判断した。

ただし、審議の過程で各委員から出された意見を基に、本審議会として

下記の事項について充分配慮されるとともに、計画の達成に向け努力され

るよう要望する。

記

１．第１次紀美野町長期総合計画の基軸となる基本構想は、１０年

先を展望する諸施策を通し、紀美野町が理想郷として発展を期す

るための目標を設定しているが、その実現に向けて行政各分野・

領域が組織をあげて行政努力を図られたい。

２．この長期総合計画策定には、町村合併という社会的背景がある。

わが紀美野町も旧野上・美里両町の合併により発足した新町であ

り、その初期の段階において旧２町の住民が速やかに新町への所

属意識を高め得る施策を講じることが肝要である。特に、生涯学

（案）
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習活動を通して住民の心の融合を図るよう努力されたい。

３．行財政の状況は極めて厳しいものがあり、予算の緊縮化、削減、

補助金等の抑制、職員定数の見直しとスリム化等、この構想が展

望する終局的目標達成に対し、阻害する要因となる問題が山積し

ている。これらを克服しながら目標達成を図ることは、容易なら

ざる厳しい課題であるが、その克服には町職員各自の力量による

ところが大であり、行政マンとしての能力と指導性をフルに発揮

して、紀美野町の輝かしい未来の構築に努められたい。また、今

まで以上に広域的行政を見据え、創意工夫ある施策を推進し、住

民に明るい展望をもたらすように努められたい。

４．人口減少や高齢化の顕著な地域においては、行政上充分配慮を

しながら、地域の活性化を図り、集落活動を維持できるよう努め

られたい。

５．定住及び移住支援を行うことは、本町の地域的特性や今後の団

塊の世代の帰住志向などを受けて、直接人口増に結びつく施策と

して注目されるものである。従って、その実施にあたっては、受

け入れ地域の慣習等について、移住希望者に理解を得るように努

め、同時に当該地域（地区）の自治会等の状況についても詳細な

説明や必要な情報の提供に留意されたい。
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平成 19年５月 28日 

新宮市総合計画基本構想について

答   申

 

新宮市長  

佐 藤  春 陽 様 

新宮市総合計画審議会

会長 林  雅彦 

 

平成 19 年１月 29 日付け、新企第 322 号をもって諮問のあった新宮市総合計

画基本構想について、本審議会は、新宮市総合計画審議会条例第２条の規定に

基づき、慎重に審議した結果、別添のとおり答申する。 

なお、基本構想の推進及び基本計画の立案にあたっては、以下の事項に留意

されるとともに、広く市民の理解と協力を求めて、その実現に努められたい。 

記

１．現在の経営資源（限られた財源や職員）を十分に踏まえる中で、優先順位

付けや目標数値の設定、担当所管の明記、外部評価の検討など、成果を重

視したマネジメントシステムを確立されたい。 

 

１．県や市町村の枠組みにとらわれず、三重県南部、奈良県南部を含めた広域

的な見地に立って、基本計画を立案されたい。 

１．審議中に提起された多くの意見については、基本計画立案の検討素材とし

て十分参考にされたい。また、広く市民に配布する総合計画概要版の作成

にあたっては、わかりやすい内容にされたい。

以上

写
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平成１８年１２月 １日

南風原町長 城 間 俊 安 殿

南風原町総合計画等審議会

会 長 神 里 博 武

第四次南風原町総合計画(基本構想・基本計画)について 答 申

平成１８年１０月２０日、南企第１２４号で諮問のありました第四次南風原町総合

計画(基本構想・基本計画)について、本審議会で慎重に審議を重ねた結果、別添のと

おり結論を得たのでここに答申します。

なお、今次計画はこれから大きな変化が予想される自治体運営において、南風原町

の自立をめざす指針となるものです。さらに自治の主権者である住民と共に、未来の

南風原町を創っていく、そのような志が盛り込まれております。

したがって、計画そのものが職員はもちろんのこと、住民に広く周知徹底され、住

民の理解と協力のもとに施策の推進が図れるよう、また別紙の意見書に盛られた事項

に十分配慮し、適切なる措置を講じられることを要望します。
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意 見 書

今回の総合計画の策定においては、さまざまな手法による住民参加の取り組

みが行われました。今後はその成果を踏まえ、次のステップに進めることが重

要です。

住民会議でも審議会でも 「総合計画を実効性あるものにすべき」という意、

見が多数寄せられました。それには、行動計画や個別計画の策定および進捗状

況の評価の部分に住民が関われるシステムを作ることです。

今次計画の中には、そのシステムに関する行政の明確な方針が書き込まれま

した。いわゆる既存の「審議会」と「委員会」の活用です。しかし、ただ書き

込んだだけでは何も進みません。大切なのはこの志(こころざし)を全職員が認

識し、広く住民にも周知することです。その周知手法として町政出前講座が活

用されるべきです。

、 、 、 、 、さらに まちづくりの主体形成を支援するために 地域 学校 行政

企業等における市民性教育(学習)の機会を積極的に保障するとともに、

その手法においても、各字・自治会レベルで課題中心のワークショップ

方式で、お互いが学び合うことを重視する必要があります。

また、総合行政の必要性も強く指摘されました。いわゆる縦割りではなく、

横の連携をきちっと取って効果的、効率的に業務を進めることです。それには

役場内で行われている、福祉、教育、産業、環境などのさまざまな業務を、広

角的な視点で関連づける職場体制(システム)と個々の職員の政策形成力が必要

です。この総合行政の視点を常に持ち続けて、基本計画の５年間の取り組みを

行っていただくことを要望します。

１．第四次南風原町総合計画を策定後に、全職員を対象にした政策確認の会議

を持ち、全庁的に取り組む体制を整える。

２．既存の審議会や委員会を活用し、各種計画の進捗状況の評価が可能な体制

を整える。可能な限り、一課題一指標を目指す。

３．各種計画は総合計画に基づき、第四次南風原町総合計画の策定手法をベー

スにして策定する。
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